
【新旧対照表】MyJCBアプリ利用者規定の主な改定箇所

改定前 改定後

第３条 （本サービスの内容） 第３条 （本サービスの内容）

1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。た
だし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のあ
る場合があります。
　(1)MyJCBサービス（原規定において「本サービス」として規定さ
れるサービスをいう。）
　(2)両社が提供するサービスについての案内（サービスの勧誘に
わたる場合があります。）

1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。た
だし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のあ
る場合があります。
　(1)MyJCBサービス（原規定において「本サービス」として規定さ
れるサービスをいう。）
　(2)両社が提供するサービスについての案内（サービスの勧誘に
わたる場合があります。）
　(3)その他両社が提供するサービス

2.前項(1)にかかわらず、ご利用代金明細照会の項目等情報提供の
範囲が異なるなど、MyJCBサービスとは一部サービス内容が異なる
場合があります。各種法令に基づく電磁的方法による情報提供は、
本サービスではなく、MyJCBサービスにおいて行いますので、利用
者はMyJCBサービスを確認するものとします。

5.本サービスの種類および内容に応じて、サービスごとの規定また
は利用者に適用される利用条件もしくは利用者の遵守事項等（以
下、これらを総称して「個別規定等」という。）が存在する場合が
あります。個別規定等は本アプリ上に表示される方法により、利用
者に告知されますので、利用者は個別規定等の内容に同意のうえ、
各サービスを利用するものとします。

第４条 （ログイン） 第４条 （ログイン）

6.第1項にかかわらず、利用者が本アプリをダウンロード後初めて
ログインする場合（本アプリを再度ダウンロードした場合等を含
む。）、両社は、
利用者に対して、ID・パスワードの入力に加えて、ログインする
カードの有効期限およびセキュリティコードの入力を求めます（た
だし、利
用者に対してセキュリティコードが通知されていない場合はこの限
りではない。）。この場合、利用者は、ID・パスワードの入力に加
えて、カー
ドの有効期限およびセキュリティコードを入力することで、本サー
ビスを利用することができるものとします。

6.第1項にかかわらず、利用者が本アプリをダウンロード後初めて
ログインする場合（本アプリを再度ダウンロードした場合やバー
ジョンアップされた本アプリをダウンロードした後に初めてログイ
ンする場合等を含む。）その他両社所定の場合、両社は、利用者に
対して、ID・パスワードの入力に加えて、ログインするカードの有
効期限およびセキュリティコード、またはワンタイムパスワード
（認証手続きを行おうとする際に都度発行を受け、1回に限って利
用できるパスワードのことをいう。以下同じ。）の入力を求める場
合があります。この場合、利用者は、両社の指定する方法に従って
認証手続きを行うことで、本サービスを利用することができるもの
とします。


